
 
 

 
 

破産事件の手続費用一覧 

東京地裁民事第２０部 

令和８年１月１日現在 

１  申立手数料（貼付印紙額） 

個人自己破産及び免責申立て             １，５００円 

法人自己破産申立て                 １，０００円 

債権者破産申立て                 ２０，０００円 

２ 予納金基準額 

① 同時廃止事件                  １３，０４６円 

（中目黒庁舎において、「現金」納付する場合は「１４，０００円」） 

② 管財事件（自己破産申立事件） 

法人管財事件 最低２０万円 及び 法人１件につき１６，２６４円（中目黒庁舎におい

て「現金」納付する場合は「１７，０００円」） 

個人管財事件 最低２０万円 及び 個人１件につき２０，３９７円（中目黒庁舎におい

て「現金」納付する場合は「２１，０００円」） 

③ 管財事件（債権者破産申立事件及び本人申立事件） 

下表のとおり（本人申立事件は、加えて、法人１件につき１６，２６４円（中目黒庁舎にお

いて、現金納付する場合は「１７，０００円」）、個人１件につき２０，３９７円 （中目

黒庁舎において、現金納付する場合は「２１，０００円」）が必要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

※予納金額は、事案に応じて変更される場合があります。 

３ 予納郵券 

① ４９５０円（自己破産申立） 

（内訳 ５００円×４枚、１８０円×１枚、１１０円×２２枚、５０円×４枚、１０円×１５枚） 

※ただし大型合議事件は②と同じく６，０００円。 

②６０００円（債権者破産申立） 

（内訳 ５００円×４枚、１１０円×２５枚、１００円×１０枚、５０円×２枚、 

１０円×１５枚） 

              
  負債総額（単位：円）  法人      自然人  

         ５０００万未満     ７０万円       ５０万円 
  ５０００万 ～    １億未満    １００万円       ８０万円 
     １億 ～    ５億未満    ２００万円    １５０万円 
     ５億 ～   １０億未満    ３００万円     ２５０万円 

     １０億 ～   ５０億未満        ４００万円  
    ５０億 ～  １００億未満        ５００万円 
   １００億 ～        ７００万円 ～ 

 


